
国立大学法人岡山大学 締結す 随意契約 公表基準 つい  

 

成 ８ ８月 日  

学 長 裁 定  

改正 成 月 日  

 

国立大学法人岡山大学 以 本学 いう。 ，業務 公共性及び運営 透明性を確

保す た ，本学 締結す 随意契約 つい ，以 基準 公表す す 。 

 

． 容を公表す 随意契約 

予定価格 万 以 工事請負契約，製造請負契約，役務請負契約，物品供給契約

す 。 

 

．公表 時期及び公表期間 

公表時期 ，契約 相手方 決定した日 ， 月以 す 。 

公表期間 ，契約 相手方 決定した日 ， 月 す 。 

 

．公表す 事項 

契約件名及び数量 

契約者 氏名及び所在地 

契約を締結した日 

契約 相手方 名称及び住所 

契約金額 

随意契約 こ した理由 

 

．公表 方法 

本学 ーム ージ 掲載す す 。 

 

．そ 他 

本学 業務運営 ，秘密 す 必要 あ ，公表 対象 し いこ

す 。 

 

．削除 

 

   附 則 

 こ 基準 ， 成 ８ ８月 日 施行し， 成 ８ 月 日以降 契約分 適



用す 。 

   附 則 

 こ 基準 ， 成 月 日 施行す 。 


